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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置が、ランダムアクセスのための予め定められたプリアンブルに関連付けられ
た情報を基地局から受信することと、
　前記ユーザ装置が、前記情報を考慮して前記予め定められたプリアンブルから選択した
ランダムアクセスプリアンブルを前記基地局へ送信することと、を有し、
　前記ランダムアクセスプリアンブルは、予め定められたサイクリックプリフィックスの
時間長値と第１シーケンスまたは第２シーケンスの時間長値とによって定義されるプリア
ンブルフォーマットを有し、
　前記第２シーケンスの時間長値は、前記第１シーケンスの時間長値の２倍であり、
　前記選択されたランダムアクセスプリアンブルは、保護区間の時間長を有せずに前記予
め定められたサイクリックプリフィックスと前記第１シーケンスまたは前記第２シーケン
スのいずれかとのみで構成される、ランダムアクセスプリアンブルを送信する方法。
【請求項２】
　前記ユーザ装置は、前記予め定められたサイクリックプリフィックスの時間長値と、前
記第１シーケンスまたは第２シーケンスの時間長値と、前記第１シーケンスまたは第２シ
ーケンスのいずれが使用されるかの指示と、を前記情報に基づいて取得する、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記プリアンブルフォーマットは、１つの送信時間間隔、２つの送信時間間隔または３



(2) JP 5167357 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

つの送信時間間隔に関して定義される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記サイクリックプリフィックスの時間長値は、３１６８×Ｔs、２１０２４×Ｔsまた
は６２４０×Ｔsであり、
　前記第１シーケンスの時間長値は、２４５７６×Ｔsであり、
　前記第２シーケンスの時間長値は、２×２４５７６×Ｔsであり、
　Ｔsは基本時間単位であるサンプリング間隔である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　基地局が、ランダムアクセスのための予め定められたプリアンブルに関連付けられた情
報をブロードキャストすることと、
　前記基地局が、前記情報を考慮して前記予め定められたプリアンブルから選択したラン
ダムアクセスプリアンブルをユーザ装置から受信することと、を有し、
　前記ランダムアクセスプリアンブルは、予め定められたサイクリックプリフィックスの
時間長値と第１シーケンスまたは第２シーケンスの時間長値とによって定義されるプリア
ンブルフォーマットを有し、
　前記第２シーケンスの時間長値は、前記第１シーケンスの時間長値の２倍であり、
　前記選択されたランダムアクセスプリアンブルは、保護区間の時間長を有せずに前記予
め定められたサイクリックプリフィックスと前記第１シーケンスまたは前記第２シーケン
スのいずれかとのみで構成される、ランダムアクセスプリアンブルを受信する方法。
【請求項６】
　前記ユーザ装置は、前記予め定められたサイクリックプリフィックスの時間長値と、前
記第１シーケンスまたは第２シーケンスの時間長値と、前記第１シーケンスまたは第２シ
ーケンスのいずれが使用されるかの指示と、を前記情報に基づいて取得する、請求項５に
記載の方法。
【請求項７】
　前記プリアンブルフォーマットは、１つの送信時間間隔、２つの送信時間間隔または３
つの送信時間間隔に関して定義される、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記サイクリックプリフィックスの時間長値は、３１６８×Ｔs、２１０２４×Ｔsまた
は６２４０×Ｔsであり、
　前記第１シーケンスの時間長値は、２４５７６×Ｔsであり、
　前記第２シーケンスの時間長値は、２×２４５７６×Ｔsであり、
　Ｔsは基本時間単位であるサンプリング間隔である、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　ランダムアクセスのための予め定められたプリアンブルに関連付けられた情報を基地局
から受信し、
　前記情報を考慮して前記予め定められたプリアンブルから選択したランダムアクセスプ
リアンブルを前記基地局へ送信するように構成され、
　前記ランダムアクセスプリアンブルは、予め定められたサイクリックプリフィックスの
時間長値と第１シーケンスまたは第２シーケンスの時間長値とによって定義されるプリア
ンブルフォーマットを有し、
　前記第２シーケンスの時間長値は、前記第１シーケンスの時間長値の２倍であり、
　前記選択されたランダムアクセスプリアンブルは、保護区間の時間長を有せずに前記予
め定められたサイクリックプリフィックスと前記第１シーケンスまたは前記第２シーケン
スのいずれかとのみで構成される、ランダムアクセスプリアンブルを送信するユーザ装置
。
【請求項１０】
　前記ユーザ装置は、前記予め定められたサイクリックプリフィックスの時間長値と、前
記第１シーケンスまたは第２シーケンスの時間長値と、前記第１シーケンスまたは第２シ
ーケンスのいずれが使用されるかの指示と、を前記情報に基づいて取得する、請求項９に
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記載のユーザ装置。
【請求項１１】
　前記プリアンブルフォーマットは、１つの送信時間間隔、２つの送信時間間隔または３
つの送信時間間隔に関して定義される、請求項９に記載のユーザ装置。
【請求項１２】
　前記サイクリックプリフィックスの時間長値は、３１６８×Ｔs、２１０２４×Ｔsまた
は６２４０×Ｔsであり、
　前記第１シーケンスの時間長値は、２４５７６×Ｔsであり、
　前記第２シーケンスの時間長値は、２×２４５７６×Ｔsであり、
　Ｔsは基本時間単位であるサンプリング間隔である、請求項９に記載のユーザ装置。
【請求項１３】
　ランダムアクセスのための予め定められたプリアンブルに関連付けられた情報をブロー
ドキャストし、
　前記情報を考慮して前記予め定められたプリアンブルから選択したランダムアクセスプ
リアンブルをユーザ装置から受信するように構成され、
　前記ランダムアクセスプリアンブルは、予め定められたサイクリックプリフィックスの
時間長値と第１シーケンスまたは第２シーケンスの時間長値とによって定義されるプリア
ンブルフォーマットを有し、
　前記第２シーケンスの時間長値は、前記第１シーケンスの時間長値の２倍であり、
　前記選択されたランダムアクセスプリアンブルは、保護区間の時間長を有せずに前記予
め定められたサイクリックプリフィックスと前記第１シーケンスまたは前記第２シーケン
スのいずれかとのみで構成される、ランダムアクセスプリアンブルを受信する基地局。
【請求項１４】
　前記ユーザ装置は、前記予め定められたサイクリックプリフィックスの時間長値と、前
記第１シーケンスまたは第２シーケンスの時間長値と、前記第１シーケンスまたは第２シ
ーケンスのいずれが使用されるかの指示と、を前記情報に基づいて取得する、請求項１３
に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記プリアンブルフォーマットは、１つの送信時間間隔、２つの送信時間間隔または３
つの送信時間間隔に関して定義される、請求項１３に記載の基地局。
【請求項１６】
　前記サイクリックプリフィックスの時間長値は、３１６８×Ｔs、２１０２４×Ｔsまた
は６２４０×Ｔsであり、
　前記第１シーケンスの時間長値は、２４５７６×Ｔsであり、
　前記第２シーケンスの時間長値は、２×２４５７６×Ｔsであり、
　Ｔsは基本時間単位であるサンプリング間隔である、請求項１３に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに係り、ランダムアクセスチャネル（Random Access CHan
nel；ＲＡＣＨ）を構成する方法およびＲＡＣＨ信号の伝送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　以下、ＲＡＣＨチャネルの構成方法およびＲＡＣＨ信号の伝送方法について詳細に説明
する。
【０００３】
　マルチキャリア変調方式（Multi-Carrier Modulation；ＭＣＭ）である直交周波数分割
多重（Orthogonal Frequency Division Multiplexing；ＯＦＤＭ）および離散マルチトー
ン（Discrete Multi-Tone；ＤＭＴ）などにおいて、サブキャリアの各シンボルがマルチ
パスチャネルを通じて伝送される間にシンボル間干渉（Inter-Symbol Interference；Ｉ
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ＳＩ）を防止するための方法が提案されている。
【０００４】
　例えば、連続したシンボルの間にチャネルの最大遅延スプレッド（Delay Spread）より
も長い保護区間（Guard Time；ＧＴ）を挿入するが、これを巡回拡張（Cyclic Extension
）という。また、このような巡回拡張（Cyclic Extension）にはサイクリックプリフィッ
クス（Cyclic Prefix；ＣＰ）およびサイクリックサフィックス（Cyclic Suffix；ＣＳ）
がある。サイクリックプリフィックスは、サブキャリア間の直交性（Orthogonality）の
破壊を防止するために、有効シンボル区間の最後の区間の信号を複写して前部に挿入する
ことをいう。サイクリックサフィックスは、有効シンボルの最初の区間の信号を複写して
後部に付けることをいう。
【０００５】
　一つのＲＡＣＨは、サイクリックプリフィックス（ＣＰ）区間、シーケンス（Sequence
）区間および保護区間（ＧＴ）で構成されてもよい。サイクリックプリフィックス区間と
は、それぞれ異なる時間遅延をもって受信した信号から引き起こされるサブキャリア間の
直交性（Orthogonality）の破壊を防止するために、有効シンボル区間の最後の区間の信
号を複写して前部に挿入する部分のことをいう。
【０００６】
　シーケンス区間は、ＲＡＣＨにおける有効シンボル区間に該当する部分であり、ＲＡＣ
Ｈで定義されたシーケンスが実際に伝送される時間区間をいう。すなわち、シーケンス区
間は、ＲＡＣＨで定義されたシーケンスが必要な過程（例えば、オーバサンプリング（ov
er sampling）等）を経た後の実際の伝送端で占める時間を示す。ＲＡＣＨでの保護区間
（ＧＴ）は、比較的大きい時間遅延をもって受信した信号による次のシンボルにおける直
交性破壊および干渉を防止するためのもので、伝送される信号がない空の区間をいう。
【０００７】
　標準ＲＡＣＨ送信構造と周波数オフセットの影響について説明すると、下記の通りであ
る。
【０００８】
　ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）は、ユーザ機器（User Equipment；ＵＥ）が初
期アップリンク同期を獲得するために使用するチャネルである。すなわち、ＵＥが最初に
電源をつけたとき、または、長時間アイドル（idle）モードにあってから再びアクティブ
（active）状態に切り替わるとき、アップリンク同期を再び設定する時点で使用されるチ
ャネルで、時間同期や周波数同期を合わせずに使用できるチャネルである。
【０００９】
　ＲＡＣＨは、基本的にマルチユーザモードを支援する。各ＵＥは、ＲＡＣＨにアクセス
するときに特定プリアンブルシーケンス（preamble sequence）を基地局に送信する。基
地局は、ＵＥから受信したプリアンブルシーケンスを認識すると、ダウンリンクで信号を
送信する。ＵＥは、基地局からのダウンリンク信号に含まれた情報を用いて自身の時間同
期情報を更新する。このとき、基地局が周波数同期情報も一緒にＵＥに伝送する場合、こ
の周波数同期情報も同様にＵＥの情報として用いることができる。
【００１０】
　このＲＡＣＨへの基本的な要求事項は、ＵＥの速度、周波数オフセット（Frequency Of
fset）およびセル半径などに関らずに往復遅延および経路損失に関する条件を満たすのに
用いられる。
【００１１】
　例えば、現在通信システム関連の標準の一つである３ＧＰＰ ＬＴＥ分野では、１ｍｓ
の送信時間間隔（Transmission Timing Interval；ＴＴＩ）長を有し、１０２．６μｓの
サイクリックプリフィックス（ＣＰ）区間、０．８ｍｓのシーケンス長、そして９７．４
μｓの保護区間（ＧＴ）時間長を有するＲＡＣＨ構造が議論されており、ここで、サイク
リックプリフィックス（ＣＰ）区間においてチャネル遅延スプレッドを除外した時間長が
保護区間（ＧＴ）の長さとして議論されている。
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【００１２】
　上述したサイクリックプリフィックス（ＣＰ）区間および保護区間（ＧＴ）では約１５
ｋｍのセル半径までカバーすることができる。
【００１３】
　このとき、セル半径に従って要求されるＣＰおよびＧＴの長さを異ならせる必要がある
。ただし、セルサイズは場合によって１５ｋｍよりも大きい場合があり、現在、１００ｋ
ｍ以上をカバーできるような方法について議論がされている。そのためには、追加ＲＡＣ
Ｈ構造が望まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、従来技術の制限や欠点に起因する一つまたは複数の問題点を実質的に防止す
るＲＡＣＨプリアンブルの構成方法およびＲＡＣＨ信号の伝送方法を対象とする。
【００１５】
　本発明の目的は、基地局で要求されるセル半径をカバーできるＲＡＣＨに含まれる所定
の固定ＣＰを生成する方法を提供することにある。
【００１６】
　本発明の他の目的は、所定のＣＰおよび所定のシーケンスを用いてＲＡＣＨプリアンブ
ルを生成する方法を提供することにある。
【００１７】
　本発明のさらに他の目的は、上記のＲＡＣＨプリアンブルを各端末に割り当てる方法を
提供することにある。
【００１８】
　本発明の他の目的は、保護区間（ＧＴ）に関係なく基地局（ＢＳ）のセル半径に従って
ＲＡＣＨプリアンブルを構成する方法と、ＲＡＣＨプリアンブルを割り当てる方法と、を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明のランダムアクセスチャネルのプリアンブ
ルを構成する方法は、基地局のセル半径に従う所定のサイクリックプリフィックス時間長
情報を獲得する段階と、一つのシーケンスまたは反復シーケンスに対するシーケンス時間
長情報を獲得する段階と、保護区間の時間長に関係なく、所定のサイクリックプリフィッ
クス時間長情報およびシーケンス時間長情報を用いてプリアンブルを構成する段階と、を
有してもよい。
【００２０】
　また、上記の方法で、所定のサイクリックプリフィックス時間長情報は、システムが支
援できるセル半径、最大遅延スプレッド値および最大往復遅延値を用いて生成されてもよ
い。
【００２１】
　ここで、所定のサイクリックプリフィックス時間長情報は、セル半径に従って３１５２
×ＴS、６２２４×ＴSおよび２１０１２×ＴSのうち一つの時間長値を有し、ＴSは、
【数１】

で表されるサンプリング間隔であってもよい。
【００２２】
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長情報によらず、システムが支援できる最大セル半径要求を満たす。
【００２３】
　ここで、一つのシーケンスは２４５７６×ＴSの時間長値を有し、反復シーケンスは２
×２４５７６×ＴSの時間長値を有し、ＴSは、
【数２】

で表されるサンプリング間隔でもよい。
【００２４】
　また、上記方法で、プリアンブルのうち、第１プリアンブルは、３１５２×ＴSの時間
長のサイクリックプリフィックスおよび２４５７６×ＴSの時間長のシーケンスを有し、
第２プリアンブルは、２１０１２×ＴSの時間長のサイクリックプリフィックスおよび２
４５７６×ＴSの時間長のシーケンスを有し、第３プリアンブルは、６２２４×ＴSの時間
長のサイクリックプリフィックスおよび２×２４５７６×ＴSの時間長のシーケンスを有
し、第４プリアンブルは、２１０１２×ＴSの時間長のサイクリックプリフィックスおよ
び２×２４５７６×ＴSの時間長のシーケンスを有し、ＴSは、
【数３】

で表されるサンプリング間隔でもよい。
【００２５】
　本発明の他の様態として、ランダムアクセスチャネル信号を送信する方法は、基地局か
ら所定のプリアンブルフォーマットに関する情報を受信する段階と、所定のプリアンブル
フォーマットに含まれたプリアンブルを用いて基地局にランダムアクセスチャネル信号を
送信する段階と、を有することができ、所定のプリアンブルフォーマットは、保護区間の
時間長に関係なく、基地局のセル半径に従う所定のサイクリックプリフィックスと、一つ
のシーケンスまたは反復シーケンスのいずれかとを有して構成されてもよい。
【００２６】
　また、上記の方法で、所定のプリアンブルフォーマットに関する情報は、所定のサイク
リックプリフィックス時間長情報およびシーケンス時間長情報を有してもよい。
【００２７】
　また、シーケンス時間長情報が、プリアンブルに含まれるシーケンスが一つのシーケン
スであることを示すと、所定のサイクリックプリフィックス時間長情報は、所定のサイク
リックプリフィックスが拡張サイクリックプリフィックスに該当するか否かを示すことが
できる。
【００２８】
　ここで、一つのシーケンスは、２４５７６×ＴSの時間長値を有し、所定のサイクリッ
クプリフィックスは、拡張サイクリックプリフィックスでない場合は３１５２×ＴSの時
間長値を有し、拡張サイクリックプリフィックスある場合は２１０１２×ＴSの時間長値
を有し、ＴSは
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【数４】

で表されるサンプリング間隔でもよい。
【００２９】
　また、シーケンス時間長情報が、プリアンブルに含まれるシーケンスが反復シーケンス
であることを示すと、所定のサイクリックプリフィックス時間長情報は、所定のサイクリ
ックプリフィックスが拡張サイクリックプリフィックスであるか、または、中間サイクリ
ックプリフィックスであるかを示すことができる。
【００３０】
　ここで、反復シーケンスは、２×２４５７６×ＴS時間長値を有し、所定のサイクリッ
クプリフィックスは、拡張サイクリックプリフィックスである場合は２１０１２×ＴS時
間長値を有し、中間サイクリックプリフィックスである場合は６２２４×ＴS時間長値を
有し、ＴSは、
【数５】

で表されるサンプリング間隔でもよい。
【００３１】
　また、上記方法で、保護区間の時間長を、基地局がセル半径に従って任意に調節するこ
とができる。
【００３２】
　本発明のさらに他の様態として、ランダムアクセスチャネル信号を受信する方法は、所
定のプリアンブルフォーマットに関する情報を各端末に伝送する段階と、各端末からラン
ダムアクセスチャネル信号を受信する段階と、を有することができ、所定のプリアンブル
フォーマットは、保護区間の時間長に関係なく、セル半径に従う所定のサイクリックプリ
フィックスと一つのシーケンスまたは反復シーケンスのいずれかとを有して構成されても
よい。
【００３３】
　ここで、保護区間の時間長を、セル半径に従って任意に調節することができる。
【００３４】
　以下の本発明に関する概略説明とそれに続く詳細説明は、共に、実施例とその説明であ
り、特許請求の範囲に記載された本発明をさらに説明するためのものであることを理解さ
れたい。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によると、下記のような効果が得られる。
【００３６】
　第一に、所定の固定数個のＣＰを使用することによってハードウェアデザインの複雑度
を減らすことができ、かつ、少ない数のＲＡＣＨプリアンブルを構成することができる。
【００３７】
　第二に、基地局においてカバー可能なセル半径に対して所定のＣＰを使用する場合、セ
ル半径に従ってＣＰの長さを別に考慮する必要がないので、効率的なシステム処理が可能
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となる。
【００３８】
　第三に、保護区間（ＧＴ）に対する情報は端末（ＵＥ）に伝送されずに、基地局がセル
半径に従って任意に設定することによって、少ない数のＲＡＣＨバースト構造をもって多
様なセルカバレッジの支援が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】ＲＡＣＨ構造の一例を示す図である。
【図２Ａ】基地局のセル半径に従って要求されるＣＰ、ＧＴおよびＲＡＣＨの長さの変化
量を示すグラフである。
【図２Ｂ】基地局のセル半径に従って要求されるＣＰ、ＧＴおよびＲＡＣＨの長さの変化
を示すグラフである。
【図３Ａ】基地局がカバーすべきセル半径に従って、所定の固定ＣＰおよびシーケンスを
用いてＲＡＣＨを構成した場合を示すグラフである。
【図３Ｂ】基地局がカバーすべきセル半径に従って、所定の固定ＣＰおよび固定シーケン
スを用いてＲＡＣＨを構成した場合を示すグラフである。
【図３Ｃ】基地局がカバーすべきセル半径に従って、所定の固定ＣＰおよび固定シーケン
スを用いてＲＡＣＨを構成した場合を示すグラフである。
【図３Ｄ】基地局がカバーすべきセル半径に従って、所定の固定ＣＰおよび固定シーケン
スを用いてＲＡＣＨを構成した場合を示すグラフである。
【図４Ａ】ＣＰ長が７０８．３３５μｓである場合にセル半径に従って要求されるＧＴの
長さおよびＲＡＣＨの長さを示す図である。
【図４Ｂ】ＣＰ長が７０８．３３５μｓである場合にセル半径に従って要求されるＧＴの
長さおよびＲＡＣＨの長さを示す図である。
【図５】本発明の好ましい実施例によって、保護区間（ＧＴ）の時間長に関係なくＣＰお
よびシーケンスのみを用いてＲＡＣＨプリアンブルを構成する一例を示す図である。
【図６】セル半径に従って要求されるＣＰ、ＧＴおよびＲＡＣＨの長さの変化量を示すグ
ラフである。
【図７Ａ】それぞれ、図２Ｂおよび図６で求めた中間ＣＰ値によって、一定の長さのＣＰ
およびシーケンスを用いてＲＡＣＨを構成する場合を示すグラフである。
【図７Ｂ】それぞれ、図２Ｂおよび図６で求めた中間ＣＰ値によって、一定の長さのＣＰ
およびシーケンスを用いてＲＡＣＨを構成する場合を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　添付図面は、本発明をさらに理解するために包含されており、本発明の実施形態を図示
、明細書の記載と共に本明細書の原理を説明するためのものである。
【００４１】
　以下、添付の図面に図示された本発明の好適な実施例を参照しながら詳細に説明する。
可能な限り、全ての図面を通して同様または類似のものには同一の符号を使用する。
【００４２】
　本発明は、無線通信システムに関するもので、保護区間の時間長に関係なく、基地局の
セル半径に従ってランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）のプリアンブルを構成する方法
およびＲＡＣＨ信号の伝送方法に関する。
【００４３】
　本発明を説明するに先立って、本発明で開示されるほとんどの用語は、従来技術におい
て周知の一般用語に対応しているが、一部の用語については、必要に応じて本出願人が選
定し、本発明の以下の説明で開示するということに留意されたい。したがって、本出願人
が定義した用語に関しては、本発明における意味に基づいて理解するのが望ましい。
【００４４】
　記載の都合上および本発明のより良い理解のために、当分野において公知の一般的な構
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造および装置については、記載を省略したり、ブロック図またはフローチャートにおいて
従来の意味で使用したりする。可能な限り、全ての図面を通して同様または類似のものに
は同一の参照符号を使用する。
【００４５】
　以下の実施例は、本発明の構成要素と特徴を所定形態で結合したものである。各構成要
素または特徴は、別の明示的に言及しない限り、選択的なものとして考慮することができ
る。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合されない形態で実施することが
できる。また、一部の構成要素および／または特徴を結合して本発明の実施例を構成する
こともできる。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更可能である。ある実施例の
一部構成や特徴は、他の実施例に含まれてもよく、または、他の実施例の対応する構成ま
たは特徴に取って代わることもできる。
【００４６】
　本明細書で、本発明の実施例は、基地局と端末の間のデータ送受信関係を中心に説明す
る。ここで、基地局は、端末と直接通信を行うネットワークの終端ノード（terminal nod
e）を意味することがある。本文書で、基地局により行われると説明された特定動作は、
場合によっては基地局の上位ノード（upper node）により行われることもある。
【００４７】
　すなわち、基地局を含む多数のネットワークノード（network nodes）からなるネット
ワークで端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局または基地局以外の他のネ
ットワークノードにより行われてもよいことは自明である。
【００４８】
　‘基地局’は、固定局（fixed station）、ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、ア
クセスポイント（access point）などの用語と代替可能である。また、‘ユーザ機器（Ｕ
Ｅ）’は、端末、移動局（Mobile Station；ＭＳ）、移動加入者局（Mobile Subscriber 
Station；ＭＳＳ）などの用語に代替可能である。
【００４９】
　本発明の実施例は様々な手段を通じて具現されうる。例えば、本発明の実施例は、ハー
ドウェア、ファームウェア（firmware）、ソフトウェアまたはそれらの組み合わせなどに
より具現されてもよい。
【００５０】
　ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、一つまたはそれ以上の
特定用途向け集積回路（application specific integrated circuits；ＡＳＩＣ）、デジ
タル信号プロセッサ（digital signal processors；ＤＳＰ）、デジタル信号処理装置（d
igital signal processing devices；ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（pr
ogrammable logic devices；ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（field 
programmable gate arrays；ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、マイクロプロセッサなどにより具現されてもよい。
【００５１】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、以上
で説明した機能または動作を行うモジュール、手順または関数などの形態で具現されても
よい。ソフトウェアコードはメモリユニットに記憶されて、プロセッサにより駆動されて
もよい。メモリユニットは、プロセッサの内部または外部に設けられ、公知の様々な手段
によりプロセッサとデータを交換することができる。
【００５２】
　本発明の実施例で使用される特定用語は、本発明の理解を助けるために提供されるもの
で、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で他の形態に変
更可能である。
【００５３】
　以下に添付の図面を参照して説明される本発明の実施例から、本発明の構成、作用およ
び他の特徴が容易にわかる。
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【００５４】
　図１は、ＲＡＣＨ構造の一例を示す図である。
【００５５】
　図１（ａ）を参照すると、標準ＲＡＣＨプリアンブル（Normal RACH Preamble）は、Ｃ
Ｐ １００、シーケンス（Sequence）１２０およびＧＴ（Guard Time）１６０を含む。Ｃ
Ｐ １００の長さは、ＴCPで表すことができ、シーケンス１２０の長さは、ＴSEQで表すこ
とができる。また、ＧＴ １６０の長さは、ＴGTで表すことができる。ＲＡＣＨバースト
の全体長は、ＴCP、ＴSEQおよびＴGTを合わせたＴRAで表すことができる。拡張ＲＡＣＨ
プリアンブル（Extended RACH Preamble）は、ＣＰ １００の長さが拡張されたものを表
す。
【００５６】
　図１（ｂ）を参照すると、ＲＡＣＨプリアンブルは、ＣＰ １００、第１シーケンス１
２０、第２シーケンス１４０およびＧＴ １６０を含んでもよい。基地局が管理すべきセ
ル半径が広い場合、または、チャネル環境がよくない場合は、信頼性あるデータ伝送のた
めに、反復シーケンスを使用することができる。
【００５７】
　ＲＡＣＨプリアンブルは様々な形態を有することがある。特に、シーケンスを反復して
構成でき、本発明の実施例では、好ましくは、シーケンスを１回反復した場合を説明する
。もちろん１回以上反復された反復シーケンスを使用することもできる。ＲＡＣＨプリア
ンブルは、ＣＰの長さおよびＧＴの長さによって決定されてもよい。ただし、ＧＴは、実
際に情報を含む部分でないので、ＣＰによってＲＡＣＨプリアンブルが決定される。
【００５８】
　以下では、所定の固定サイクリックプリフィックス（Cyclic Prefix；ＣＰ）長を求め
る方法を説明する。
【００５９】
　図２Ａおよび図２Ｂは、基地局のセル半径に従って要求されるＣＰ、ＧＴおよびＲＡＣ
Ｈの長さの変化量を示すグラフである。
【００６０】
　本発明の実施例で使用される数値は例示的なものに過ぎず、ユーザの要求事項や通信環
境によって可変するということは自明である。
【００６１】
　図２Ａおよび図２Ｂで、ＴRACHは、セル半径に従ってＲＡＣＨのために割り当てられた
ＴＴＩ区間を表す。このとき、１ ＴＴＩは１０００μｓ（１ｍｓ）の長さを有する。ＴC

Pは、セル半径に従うＣＰの変化量を表し、ＴCP＋ＴSEQは、ＴCPおよびＴSEQの長さの和
の変化量を表し、ＴCP＋ＴSEQ＋ＴGTは、セル半径に従う実際のＲＡＣＨ長の変化量を表
す。
【００６２】
　一般に、ＣＰは、最大往復遅延（Maximum Round Trip Delay）の長さおよび最大遅延ス
プレッド（Delay Spread）の長さによって決定されてもよい。ここで、アップリンクデー
タプリアンブル（Preamble）のために標準ＣＰ（Normal CP）および拡張ＣＰ（Extended 
CP）を考慮することができる。ただし、いかなるアップリンクデータプリアンブルに利用
されるＣＰにおいても安定したＲＡＣＨ使用のために、本発明の実施例では、アップリン
クデータプリアンブルのＣＰ長によらず、拡張ＣＰを使用するとする。また、ＲＡＣＨの
ＣＰ長を求めるために最大遅延スプレッド時間が１６．６７μｓである場合を取り上げて
説明する。
【００６３】
　図２Ａには、シーケンスの長さが０．８ｍｓである場合に、セル半径に従って要求され
るＣＰの長さを示す。もし、基地局がカバー可能なセル半径が１００ｋｍである場合には
、ＣＰの長さが６８３．３８１μｓであることがわかり、このときのＲＡＣＨのために３
 ＴＴＩが割り当てられる。ただし、実際にＲＡＣＨが占有する区間は３ ＴＴＩ全体でな
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いので、その差分だけ無線リソースの浪費が生じうる。
【００６４】
　図２Ｂには、反復シーケンス（Repeated Sequence）を使用してシーケンス全体の長さ
が１．６ｍｓである場合に、セル半径に従って要求されるＣＰの長さを示す。もし、基地
局がカバー可能なセル半径が１００ｋｍである場合には、ＣＰの長さは６８４μｓである
ことがわかり、このときのＲＡＣＨのために３ ＴＴＩが割り当てられてもよい。
【００６５】
　図２Ａおよび図２Ｂを比較すると、一つのシーケンスを使用する場合、２ ＴＴＩでカ
バーできるセル半径は約８７ｋｍであるが、反復シーケンスを使用する場合は、２ ＴＴ
Ｉでカバーできるセル半径は約２８．７５ｋｍである。ただし、１００ｋｍのセル半径を
カバーするために３ＴＴＩを割り当てる場合、一つのシーケンスを使用する場合、ＲＡＣ
Ｈのために割り当てられた３ ＴＴＩを全て使用するわけではないので、無線リソースの
浪費が生じうる。ここで、反復シーケンスを使用する場合には、図２Ａに比べて無線リソ
ースの浪費が少ないことがわかる。
【００６６】
　図３Ａ～図３Ｄは、基地局がカバーすべきセル半径に従って所定の固定ＣＰおよび固定
シーケンスを使用してＲＡＣＨを構成した場合を示すグラフである。
【００６７】
　図３Ａ～図３Ｄで、ＴRACHは、セル半径に従ってＲＡＣＨのために割り当てられたＴＴ
Ｉ区間を表す。ＴCPは、セル半径に従うＣＰの変化量を表し、ＴCP＋ＴSEQは、ＴCPおよ
びＴSEQの長さの和の変化量を表し、ＴCP＋ＴSEQ＋ＴGTは、セル半径に従う実際のＲＡＣ
Ｈ長の変化量を表す。
【００６８】
　図３Ａには、固定ＣＰが６８３．３８１μｓであり、シーケンスの長さが０．８msであ
る場合を示す。このとき、基地局は２ ＴＴＩを用いて７７．４８kmのセル半径をカバー
できる。また、基地局は、３ ＴＴＩを用いると１００ｋｍ以上のセル半径をカバーでき
る。ただし、基地局が１００ｋｍのセル半径をカバーするために３ ＴＴＩを割り当てる
と、“Ａ”の分の無線リソースが浪費されることがある。
【００６９】
　図３Ｂには、固定ＣＰが６８３．３８１μｓであり、反復シーケンス全体の長さが１．
６ｍｓである場合を示す。ここで、基地局は、２ ＴＴＩを用いて所望のセル半径をカバ
ーすることができない。しかし、３ ＴＴＩを使用する場合は、１００ｋｍのセル半径を
カバーできる。この場合は、基地局がカバー可能なセル半径と使用されるＴＴＩのサイズ
とがほとんど一致するので、図３Ａにおけるような無線リソースの浪費を減らすことがで
きる。
【００７０】
　図３Ｃには、固定ＣＰが６８４μｓであり、シーケンスの長さが０．８msである場合を
示す。この場合、基地局は、２ ＴＴＩをＲＡＣＨに割り当てて７７．４８ｋｍのセル半
径をカバーすることができる。また、基地局は、３ ＴＴＩを用いると、１００ｋｍのセ
ル半径をカバーできることがわかる。ただし、基地局が１００ｋｍのセル半径をカバーす
るために３ ＴＴＩを割り当てる場合は、“Ｂ”の分の無線リソースが浪費されることが
ある。
【００７１】
　図３Ｄには、固定ＣＰが６８４μｓであり、反復シーケンス全体の長さが１．６ｍｓで
ある場合を示す。ここで、基地局は２ ＴＴＩを用いて所望のセル半径をカバーできない
。しかし、３ ＴＴＩを使用する場合は、１００ｋｍ以上のセル半径をカバーできる。こ
の場合は、基地局がカバー可能なセル半径と使用されるＴＴＩのサイズとがほとんど一致
するので、図３Ｃにおけるような無線リソースの浪費を減らすことができる。
【００７２】
　図２および図３は、本発明の実施例で簡単なＲＡＣＨ構造を使用するために、特定セル
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半径に対する所定のＣＰ長を求める方法を示した。すなわち、全てのＲＡＣＨ ＣＰ長は
、基地局でカバーできるセル半径を支援する長さにすることが好ましい。例えば、セル半
径は１００ｋｍ以上となることがあり、ＲＡＣＨ ＣＰはそれをカバー可能でなければな
らない。
【００７３】
　基地局でカバー可能なセル半径に対して所定個数のＣＰ長を使用する場合には、セル半
径に従ってＣＰの長さを別に考慮する必要がないので、ハードウェアデザインの複雑度を
減らすことができる。また、セル半径が変わっても少ない数のＲＡＣＨ構成のみを用いれ
ばいい。本発明の実施例では、基地局で支援可能なセル半径を約１００ｋｍと約３０ｋｍ
としたときにＣＰ長を求める場合を取り上げる。
【００７４】
　ＲＡＣＨにおいてＧＴは事実上データを含んでいる区間ではない。したがって、ＵＥに
とってはＣＰおよびシーケンスの長さのみを知っていればよく、あえてＧＴに対する情報
を知る必要はない。ＧＴの長さは基地局でセル半径に従って調節するだけで足りるわけで
ある。
【００７５】
　基地局は、セル半径に従って２ ＴＴＩや３ ＴＴＩをＲＡＣＨに割り当てることができ
る。しかし、ＧＴは実際に伝送される信号がない区間であるため、ＵＥは、ＧＴに対する
情報は必要とせず、単にＣＰの長さ、シーケンスの反復の有無およびその長さのみを知る
だけで充分である。
【００７６】
　図４Ａおよび図４Ｂは、ＣＰ長が７０８．３３５μｓである場合にセル半径に従って要
求されるＧＴの長さおよびＲＡＣＨの長さを示す図である。
【００７７】
　図４Ａおよび図４Ｂで、ＴRACHは、セル半径に従ってＲＡＣＨのために割り当てられた
ＴＴＩ区間を表す。ここで、ＴCPは、セル半径に従うＣＰの変化量を表し、ＴCP＋ＴSEQ

は、ＴCPおよびTSEQの長さの和の変化量を表し、ＴCP＋ＴSEQ＋ＴGTは、セル半径に従う
実際のＲＡＣＨ長の変化量を表す。
【００７８】
　基地局でカバーできるセル半径はＲＡＣＨＣＰ長とＧＴ値により決定されてもよい。た
だし、ＲＡＣＨに３ ＴＴＩを割り当てる場合、実際に、ＲＡＣＨに割り当てられた無線
リソースを全て活用するためにＣＰの長さを調節する必要がある。
【００７９】
　したがって、本発明の実施例では、ＲＡＣＨ ＣＰの長さを１０３．７４２８３ｋｍに
対する往復遅延時間（６９１．６６５μｓ）と最大遅延スプレッド時間（１６．６７μｓ
）を合算した値に決定するとする。すなわち、ＣＰの長さが７０８．３３５μｓである場
合を考慮する。
【００８０】
　図４Ａには、ＣＰの長さが７０８．３３５μｓで、シーケンスの長さが０．８ｍｓであ
る場合に基地局でカバーできるセル半径を示す。基地局は、２ ＴＴＩをＲＡＣＨに割り
当てることによって７３．７８ｋｍをカバーできる。また、基地局が３ ＴＴＩをＵＥに
割り当てると、１００ｋｍ以上の長さを全部カバーできる。しかし、このような場合は、
ＲＡＣＨが３ ＴＴＩを全部占めているわけでないので、浪費される無線リソースが生じ
うる。
【００８１】
　図４Ｂには、ＣＰの長さが７０８．３３５μｓで、シーケンスの長さが１．６ｍｓであ
る場合に基地局でカバーできるセル半径を示す。基地局は、ＵＥに２ ＴＴＩを割り当て
ると、セル半径をカバーできない。しかし、基地局が３ ＴＴＩをＵＥに割り当てると、
基地局は、約１０３．７４ｋｍまでセルカバレッジを拡張することができる。この場合、
基地局に要求されるセル半径が１００ｋｍであるとしたので、無線リソースの浪費を防止
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することができる。
【００８２】
　以上の図２～図４の説明から、基地局がカバーすべきセル半径に従って所定のＣＰを固
定的に選択できることがわかる。すなわち、基地局の最大セルカバレッジに該当するＣＰ
を決定し、これを用いてＲＡＣＨプリアンブルを構成すると、セル半径に従って引き続き
ＣＰの長さを計算してそれによるＲＡＣＨプリアンブルを構成する必要がないので、ハー
ドウェアデザインの複雑度を低減することができる。すなわち、一つまたは少数のＲＡＣ
Ｈ構成を用いて基地局に要求されるセルカバレッジを確保することができる。
【００８３】
　以下では、図２～図４で決定した所定のＣＰを用いて追加ＲＡＣＨプリアンブルを構成
する方法を説明する。
【００８４】
　図５は、本発明の好ましい実施例によって、保護区間（ＧＴ）の時間長に関係なく、Ｃ
Ｐおよびシーケンスのみを用いてＲＡＣＨプリアンブルを構成する一例を示す図である。
【００８５】
　図５を参照すると、図１と違い、ＧＴの時間値をＲＡＣＨプリアンブルに含めない。Ｇ
Ｔは、事実上データ情報を含まないので、基地局でセル半径に従ってＧＴの長さを任意に
調節することができる。したがって、ＵＥは、ＲＡＣＨにアクセスする上でＣＰおよびシ
ーケンス部分の時間長値のみ知っていれば充分であり、また、ＲＡＣＨプリアンブルの構
造もＣＰおよびシーケンス部分のみで構成することができる。
【００８６】
　図５の（ａ）を参照すると、標準ＲＡＣＨプリアンブル（Normal RACH Preamble）は、
ＣＰ ５００、シーケンス５２０を含む。ＣＰ ５００の長さはＴCPで表すことができ、シ
ーケンス５２０の長さはＴSEQで表すことができる。ＲＡＣＨプリアンブルの全体長さは
、ＴCPおよびＴSEQを合算した値で表すことができる。拡張ＲＡＣＨプリアンブル（Exten
ded RACH Preamble）は、基本的に標準ＲＡＣＨプリアンブルと同一の構成を有し、ただ
し、ＣＰ ５００の長さが拡張された点が異なる。
【００８７】
　図５の（ｂ）を参照すると、反復ＲＡＣＨプリアンブル（Repeated RACH Preamble）は
、ＣＰ ５００、第１シーケンス５２０および第２シーケンス５４０を含んでもよい。反
復ＲＡＣＨプリアンブルは、シーケンスを反復して使用することができる。すなわち、反
復ＲＡＣＨプリアンブルは、基地局が管理すべきセル半径が広い場合またはチャネル環境
がよくない場合であっても、信頼性ある通信をするために使用することができる。
【００８８】
　図５で、標準ＲＡＣＨプリアンブルのＣＰは１０２．６μｓの長さを有するとする。ま
た、拡張ＲＡＣＨプリアンブルのＣＰは、６８３．３８１μｓ、６８４μｓまたは７０８
．３３５μｓのいずれかの長さを有する場合とする。
【００８９】
　したがって、以下では、ＣＰ値およびシーケンス値を有するＲＡＣＨプリアンブルフォ
ーマットについて説明する。以下では、システム帯域幅が２０ＭＨｚであり、サンプリン
グ周波数が３０．７２ＭＨｚである場合を挙げて説明する。このような場合、サンプル間
隔であるＴSは
【数６】

と計算され、約３２．５５２０８３３３ｎｓとなる。
【００９０】
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　ここで、６８３．３８１μｓのＣＰ長から最大チャネル遅延スプレッド（１６．６７μ
ｓ）値を引いてＳｋｍで割ると、支援可能なセル半径は約１００ｋｍ（９９．９３７４６
４７３ｋｍの切り上げ値）となる。ここで、Ｓｋｍは、往復遅延（round trip delay）に
対する項で、光がｋｍ当たりに往復するのにかかる時間を表す。
【００９１】
　このように、ＣＰ長の計算において使用した光の速度の丸めの程度および計算上の丸め
誤差などによってＣＰ長を別々に計算することができる。
【００９２】
　また、ＴSの値が非常に小さいから、このように別々に計算されたＣＰの長さは、ＴS単
位で表す時に大きく異なるように見えることがあるが、実際には同一の意味を有する。ま
た、ＣＰ長がＴSの倍数で正確に表現されない場合、四捨五入、切り上げ、切り捨てなど
を適用して表現することができる。
【００９３】
　下記の表１は、拡張ＲＡＣＨプリアンブルおよびシーケンスが、反復ＲＡＣＨプリアン
ブル構造において同一のＣＰ（例えば、ＣＰ＝６８３．３８１μｓ）を使用する場合のＲ
ＡＣＨパラメータを表したものである。
【００９４】
【表１】

【００９５】
　表１は、基地局が管理するセル半径が１００ｋｍである場合、ＲＡＣＨ構造のパラメー
タを表したものである。
【００９６】
　表１で、プリアンブルタイプが‘Normal’であると、標準ＲＡＣＨを表すものであり、
この場合、ＲＡＣＨにおいてＣＰの長さは３１５２×ＴSであり、シーケンスの長さは２
４５７６×ＴSを用いることができる。ただし、‘Normal’の場合は、セル半径が約１５
ｋｍ未満である場合のためのものである。
【００９７】
　プリアンブルタイプが‘Extended’である場合、基地局は、ＲＡＣＨ存続期間を２ Ｔ
ＴＩ（例えば、ＴRA＝６１４４０×ＴS）または３ ＴＴＩ（例えば、ＴＲＡ＝９２１６０
×ＴS）から選択してＵＥに割り当てることができる。このとき、基地局は、拡張ＣＰを
使用することができる。ここで、ＲＡＣＨにおいてＣＰの長さは２０９９３×ＴSであり
、シーケンスの長さは２４５７６×ＴSを使用することができる。
【００９８】
　プリアンブルタイプが‘Repeated’である場合、基地局は、２０９９３×ＴSの長さ有
するＣＰを使用する場合、３ ＴＴＩ区間をＲＡＣＨに割り当てる。ただし、セル半径が
小さい場合は、反復ＲＡＣＨにおいて短いＣＰ（例えば、ＣＰ＝３１５２×ＴS）を使用
することができる。このとき、基地局は、拡張ＲＡＣＨと同様に、ＲＡＣＨ存続期間を２
 ＴＴＩ（例えば、ＴＲＡ＝６１４４０×ＴS）または３ ＴＴＩ（例えば、ＴＲＡ＝９２
１６０×ＴS）から選択して使用することができる。ここで、ＲＡＣＨにおいてＣＰの時
間長は３１５２×ＴSまたは２０９９３×ＴSを使用することができ、シーケンスの時間長
は２×２４５７６×ＴSを使用することができる。
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【００９９】
　下記の表２は、拡張ＲＡＣＨプリアンブルおよびシーケンスが、反復ＲＡＣＨプリアン
ブル構造において同一のＣＰ（例えば、ＣＰ＝６８４μｓ）を使用する場合のパラメータ
を表したものである。
【０１００】
【表２】

【０１０１】
　表２は、基本的に表１の構成と似ている。ただし、拡張ＲＡＣＨおよび反復ＲＡＣＨで
使用される固定ＣＰの長さが６８４μである場合のＲＡＣＨ構造を表している。
【０１０２】
　下記の表３は、拡張ＲＡＣＨプリアンブルおよびシーケンスが、反復ＲＡＣＨプリアン
ブル構造において同一のＣＰ（例えば、ＣＰ＝７０８．３３５μｓ）を使用する場合のパ
ラメータを表したものである。
【０１０３】
【表３】

【０１０４】
　表３のＲＡＣＨ構造は、基本的に表１と似ている。ただし、表３は、基地局が管理する
セル半径が１０３．７４ｋｍで、ＲＡＣＨ ＣＰが７０８．３３５μｓである場合のＲＡ
ＣＨ構造を表している。
【０１０５】
　したがって、表１～表３を参照すると、それぞれの要求事項に応じて二つのＣＰ長（３
１５２×ＴSおよび２０９９３×ＴS、３１５２×ＴSおよび２１０１２×ＴS、または、３
１５２×ＴSおよび２１７６０×ＴS）を用いて全てのＲＡＣＨプリアンブル構造をカバー
することができる。
【０１０６】
　以下では、表１～表３に示したＲＡＣＨのタイプの構成情報を、基地局がＵＥに知らせ
る方法について説明する。
【０１０７】
　基地局がＲＡＣＨタイプをＵＥに知らせるために様々な方法を用いることができる。そ
の一つとして、単にプリアンブルタイプに順に番号を付け、基地局が、ＵＥが使用するプ
リアンブルタイプに対する番号を知らせる方法を使用することができる。
【０１０８】
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　下記の表４は、表２のプリアンブルタイプに順に番号を付ける方法の一つを表したもの
である。
【０１０９】
【表４】

【０１１０】
　表４を参照すると、基地局は、２ビットを用いてＵＥにプリアンブルフォーマットに関
する情報を知らせることができる。例えば、‘００’は、プリアンブルフォーマット０を
表し、‘０１'はプリアンブルフォーマット１を、‘１０'はプリアンブルフォーマット２
を表すと設定できる。また、‘１１'はプリアンブルフォーマット３を表すと設定できる
。
【０１１１】
　表４は、表２を挙げて説明したものであるが、表１または表３の場合にも適用できる。
また、表４で表した方法の他に、プリアンブルフォーマットに番号を付ける他の方法を使
用することもできる。
【０１１２】
　他の方法として、一つ以上のビット（bit）を使用してＲＡＣＨ ＣＰおよびシーケンス
に関する情報を知らせる方法がある。すなわち、基地局が所定のビットを用いてＲＡＣＨ
 ＣＰの長さ（または、ＣＰの拡張有無を表す情報）に関する情報をＵＥに知らせ、他の
所定のビットを用いてシーケンスの長さ（または、シーケンスの反復の有無）に関する情
報をＵＥに知らせることができる。
【０１１３】
　下記の表５は、ＲＡＣＨ情報を１ビット以上（例えば、２ビット）を使用して表した一
例である。
【０１１４】

【表５】

【０１１５】
　表５は、表２のＲＡＣＨの構造を挙げて説明する。表５を参照すると、基地局は、ＣＰ
の長さを表す１ビットとシーケンスの長さを表す１ビットを用いてＲＡＣＨに関する情報
をＵＥに知らせることができる。２ビットを‘ＸＸ’で表現するとすれば、前のビットは
ＣＰの時間長を表し、後のビットはシーケンスの時間長を表すことができる。
【０１１６】
　すなわち、‘００'の場合は、シーケンスの時間長が２４５７６×ＴSで、ＣＰの時間長
が３１５２×ＴSである場合を表し、‘１０’の場合は、シーケンスの時間長が２４５７
６×ＴSで、ＣＰの時間長が２１０１２×ＴSである場合を表すことができる。‘０１’の
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Ｐは３１５２×ＴSを使用するが、反復シーケンスとして２×２４５７６×ＴSを使用して
ＲＡＣＨの信頼性を高めることができる。また、‘１１’の場合は、反復シーケンスの時
間長が２×２４５７６×ＴSで、ＣＰの時間長が２１０１２×ＴSである場合を表すことが
できる。
【０１１７】
　表５は、表２の場合を挙げて説明したものであるが、表１または表３の場合にも適用可
能である。また、表５で表した方法の他に、ＲＡＣＨプリアンブルフォーマットに番号を
付ける他の方法を使用することもできる。もちろん、基地局は、上述した方法の他に、他
の形態の２ビットを用いてＲＡＣＨのタイプをＵＥに知らせることもできる。
【０１１８】
　上記の表１～表３は、ＴCPおよびＴSEQ値に基づいて下記の表６～表８のように簡略に
表すことができる。
【０１１９】
　下記の表６は、上記の表１を簡略に表したものである。
【０１２０】
【表６】

【０１２１】
　表６は、表１でＴRAの長さを明示しないものである。ＴRAの長さは、ＴCPおよびＴSEQ

の長さとＧTの長さを考慮して得られる値である。この場合、ＧTの時間長の値は基地局で
任意に定めることができるので、ＴCPおよびＴSEQの時間長値を知っている場合はあえて
ＴRAを明示する必要がない。
【０１２２】
　下記の表７は、上記の表２を簡略に表したものである。
【０１２３】
【表７】

【０１２４】
　表７は基本的に表２と同様である。また、表７のＴCP値およびＴSEQ値は、表２で求め
た方法と同一の方法で求めることができる。
【０１２５】
　下記の表８は、上記の表３を簡略に表したものである。
【０１２６】
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【表８】

【０１２７】
　表８のＴCP値およびＴSEQ値は、表３のＴCP値およびＴSEQ値を求めた条件と同じ条件の
下で求めたものである。
【０１２８】
　図２～図４で求めた所定個数のＣＰおよびシーケンスの時間長を用いて図５のＲＡＣＨ
プリアンブルを構成することができる。すなわち、表１～表８で説明したＴCPおよびＴSE

Q値を用いて図５のＲＡＣＨプリアンブルを構成することができる。
【０１２９】
　本発明の実施例で、基地局は１００ｋｍ程度のセル半径をカバーできるようにＲＡＣＨ
のＣＰおよびシーケンスを構成した。しかし、反復シーケンスが使用される場合、セル半
径が１４．６１ｋｍ程度の場合よりも大きいセル半径で３ ＴＴＩのＲＡＣＨを使用する
ことは、無線リソースの浪費につながることがある。したがって、以下では、無線リソー
スの浪費を防止するために、上述したＣＰ長の他に一つの中間ＣＰ値（middle CP）をさ
らに追加したパラメータを求める方法を説明する。
【０１３０】
　図６は、セル半径に従って要求されるＣＰ、ＧＴおよびＲＡＣＨの長さの変化量を示す
グラフである。
【０１３１】
　本発明の実施例で使用される数値は例示的なものに過ぎず、ユーザの要求事項や通信環
境によって可変であることは自明である。
【０１３２】
　図６で、ＴRACHは、セル半径に従ってＲＡＣＨのために割り当てられたＴＴＩ区間を表
す。ここで、１ ＴＴＩは１０００μｓ（１ｍｓ）の時間長を有する。ＴCPは、セル半径
に従うＣＰの変化量を表し、ＴCP＋ＴSEQは、ＴCPおよびＴSEQの時間長の和の変化量を表
し、ＴCP＋ＴSEQ＋ＴGTは、セル半径に従う実際のＲＡＣＨの長さの変化量を表す。また
、ＲＡＣＨのＣＰの時間長を求めるために最大遅延スプレッド時間が５．２１μｓである
場合を挙げて説明する。
【０１３３】
　図６を参照すると、２０００μｓ（２ ＴＴＩ）のＲＡＣＨ存続期間（duration）で支
援可能な最大のセル半径である２９．６ｋｍに対するＣＰを求めることができる。すなわ
ち、中間ＣＰ値として２０２．６μｓを求めることができる。したがって、基地局は、約
２９．６ｋｍまでのセル半径に対して反復シーケンスを用いながらも２ ＴＴＩをＲＡＣ
Ｈに割り当てることができる。
【０１３４】
　図６と異なる方法で中間ＣＰ値を求めることもできる。図２Ｂを参照すると、基地局で
ＲＡＣＨに２ ＴＴＩを割り当てることによって支援可能な最大のセル半径は約２８．７
５ｋｍである。このときのＣＰ値は、約２０８．３３５μｓであることがわかる（このと
き、図２Ｂでは、最大遅延スプレッド時間が１６．６７μｓである）。
【０１３５】
　図７Ａおよび図７Ｂはそれぞれ、図２Ｂおよび図６で求めた中間ＣＰ値によって、一定
の長さのＣＰおよびシーケンスを用いてＲＡＣＨを構成する場合を示すグラフである。
【０１３６】
　図７Ａは、最大チャネル遅延スプレッド（５．２１μｓ）を考慮して、中間ＣＰ値を２
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０２．６μｓとした場合である。このとき、中間ＣＰ値は、拡張ＣＰに比べて支援可能な
セル半径が小さいので、拡張ＣＰで考慮した最大チャネル遅延スプレッドよりも短い最大
チャネル遅延スプレッドを考慮することが可能である。
【０１３７】
　シーケンスの長さは、反復シーケンスを使用する場合を仮定して、１．６ｍｓに設定す
ることができる。したがって、基地局は、反復シーケンスを使用し、２ ＴＴＩをＲＡＣ
Ｈに割り当てても無線リソースを效率的に使用することができる。また、基地局は、図７
ＡでＧＴ値をセル半径に従って弾力的に調節することができる。
【０１３８】
　図７Ｂは、最大チャネル遅延スプレッド（１６．６７μｓ）を考慮して、中間ＣＰ値を
２０８．３３５μｓに設定した場合である。このとき、シーケンスの時間長は１．６ｍｓ
であって、図７Ａと同様に、反復シーケンスを使用することができる。基地局が２ ＴＴ
ＩをＲＡＣＨに割り当てることによってカバーできる最大セル半径は約２８．７５ｋｍに
なりうる。
【０１３９】
　図７Ａおよび図７Ｂを参照すると、基地局は、２ ＴＴＩをＲＡＣＨに割り当てて約３
０ｋｍに該当するセル半径をカバーすることができる。図２～図４で、基地局が１００ｋ
ｍのセル半径をカバーするように設定したＣＰ値およびシーケンスを用いる場合、３ Ｔ
ＴＩを利用しなければならない。このとき、セル半径が１００ｋｍよりも遥かに小さい場
合（例えば、セル半径が３０ｋｍ以下である場合）にも、ＲＡＣＨに連続する３ＴＴＩを
割り当てることは無線リソースの浪費になりうる。
【０１４０】
　したがって、図７Ａおよび図７Ｂのように、中間ＣＰ値を求めてこれを用いてＲＡＣＨ
を構成すると、約３０ｋｍまでのセル半径は、反復シーケンスを使用しながらも２ ＴＴ
ＩをＲＡＣＨ区間に用いることができる。すなわち、基地局は、無線リソースの浪費を最
小にしながら約３０ｋｍに該当するセル半径をカバーすることができる。
【０１４１】
　下記の表９は、本発明の実施例において中間ＣＰ値を含んで構成されたＲＡＣＨプリア
ンブルフォーマットの一例を表したものである。
【０１４２】
【表９】

【０１４３】
　表９は、基本的に表１と似ており、基地局がカバーするセル半径が約１００ｋｍである
場合に、ＲＡＣＨプリアンブルのパラメータを表したものである。ただし、表９は、特に
、セル半径が約３０ｋｍである場合のためのＲＡＣＨプリアンブル（Repeated 2）を含む
点が表１と異なる。
【０１４４】
　表９で、プリアンブルタイプが‘Normal’であると、標準ＲＡＣＨを表す。この場合、



(20) JP 5167357 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

ＲＡＣＨでＣＰの時間長は３１５２×ＴSであり、シーケンスの時間長は２４５７６×ＴS

を使用することができる。
【０１４５】
　プリアンブルタイプが‘Extended’である場合、基地局は、ＲＡＣＨ存続期間は２ Ｔ
ＴＩ（例えば、６１４４０×ＴS）または３ ＴＴＩ（例えば、９２１６０×ＴS）から選
択してＵＥに割り当てることができる。このとき、基地局は、拡張ＣＰ（例えば、２０９
９３×ＴS）を使用することができる。このとき、ＲＡＣＨでＣＰの長さは２０９９３×
ＴS（すなわち、ＣＰ＝６８３．３８１）であり、シーケンスの長さは２４５７６×ＴSを
使用することができる。
【０１４６】
　プリアンブルタイプが‘Repeated 1’である場合、基地局は、２０９９３×ＴSの長さ
を有するＣＰを使用することができ、３ ＴＴＩ区間をＲＡＣＨに割り当てる。ただし、
反復ＲＡＣＨで短いＣＰ（例えば、ＣＰ＝３１５２×ＴS）を使用する場合は、基地局は
、拡張ＲＡＣＨと同様に、ＲＡＣＨ存続期間を２ ＴＴＩ（２ｍｓ）または３ ＴＴＩ（３
ｍｓ）から選択して使用することができる。この場合、ＲＡＣＨにおいてＣＰの長さは３
１５２×ＴSまたは２０９９３×ＴSを使用することができ、シーケンスの長さは２×２４
５７６×ＴSを使用することができる。
【０１４７】
　プリアンブルタイプが'Repeated 2'である場合、基地局がＲＡＣＨ ＣＰ値として中間
ＣＰ値を使用する場合を表す。すなわち、ＣＰ値として６４００×ＴSの長さを有するＲ
ＡＣＨ構造を表す。このような場合、基地局は、ＲＡＣＨ構成時に、反復シーケンスを使
用しながらも、２ ＴＴＩをＲＡＣＨに割り当てることによって、３０ｋｍに該当するセ
ル領域をカバーすることができる。すなわち、‘Repeated 2’タイプのＲＡＣＨは、セル
カバレッジが約３０ｋｍ以内の場合に效率的に使用することができる。
【０１４８】
　下記の表１０は、本発明の実施例で中間ＣＰ値を含んで構成されたＲＡＣＨプリアンブ
ルフォーマットの他の例を表したものである。
【０１４９】

【表１０】

【０１５０】
　表１０は、ＲＡＣＨに使用されるＣＰの値が６８３．３８１μｓ（セル領域が約１００
ｋｍである場合）および２０２．６μｓ（セル半径が約３０ｋｍである場合）の長さを有
する場合のＲＡＣＨパラメータを含む。
【０１５１】
　表１０のＲＡＣＨパラメータは基本的に表１と似ている。ただし、セル半径が約３０ｋ
ｍである場合に無線リソースを效率的にＲＡＣＨに割り当てるために、‘Repeated 2’の
プリアンブルタイプを新しく設定している。すなわち、２０２．０６μｓに該当する中間
ＣＰ値（６２２４×ＴSまたは２０２．６μｓ）を新しく設定し、それによるＲＡＣＨに
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対するパラメータを定義した点が異なる。
【０１５２】
　下記の表１１は、本発明の実施例で中間ＣＰ値を含んで構成されたＲＡＣＨプリアンブ
ルフォーマットのさらに他の例を表したものである。
【０１５３】
【表１１】

【０１５４】
　表１１は、ＲＡＣＨに使用されるＣＰの値が６８４μｓ（セル領域が約１００ｋｍであ
る場合）および２０８．３３５μｓ（セル半径が約３０ｋｍである場合）の長さを有する
場合のＲＡＣＨパラメータを表している。
【０１５５】
　表１１は、表２と似ている。ただし、表１１では、‘Repeated 2’のプリアンブルタイ
プを新しく設定することによって、セル半径が約３０ｋｍである場合に效率的にＲＡＣＨ
を活用することができる。
【０１５６】
　下記の表１２は、本発明の実施例で中間ＣＰ値を含んで構成されたＲＡＣＨプリアンブ
ルフォーマットのさらに他の例を表したものである。
【０１５７】

【表１２】

【０１５８】
　表１２は、ＲＡＣＨに使用されるＣＰの値が６８４μｓ（セル領域が約１００ｋｍであ
る場合）および２０２．６μｓ（セル半径が約３０ｋｍである場合）の長さを有する場合
のＲＡＣＨプリアンブルのパラメータを含む。
【０１５９】
　表１２は、基本的に表２と似ている。ただし、表１２では、セル半径が約３０ｋｍに該
当する場合のＲＡＣＨプリアンブルを效率的に使用するために、中間ＣＰ値を含むプリア
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ンブルタイプ（Repeated 2）を新しく定義した点が異なる。
【０１６０】
　下記の表１３は、本発明の実施例で中間ＣＰ値を含んで構成されたＲＡＣＨプリアンブ
ルフォーマットのさらに他の例を表したものである。
【０１６１】
【表１３】

【０１６２】
　表１３は、ＲＡＣＨに使用されるＣＰの値が７０８．３３５μｓ（セル領域が約１０３
ｋｍである場合）および２０８．３３５μｓ（セル半径が約３０ｋｍである場合）の長さ
を有する場合のＲＡＣＨパラメータを含む。
【０１６３】
　表１３は、基本的に表３と似ている。ただし、表１３では、セル半径が約３０ｋｍに該
当する場合のＲＡＣＨプリアンブルを效率的に使用するために、中間ＣＰ値を含むプリア
ンブルタイプ（Repeated 2）を新しく定義した点が異なる。
【０１６４】
　下記の表１４は、本発明の実施例で中間ＣＰ値を含んで構成されたＲＡＣＨプリアンブ
ルフォーマットのさらに他の例を表したものである。
【０１６５】

【表１４】

【０１６６】
　表１４は、ＲＡＣＨに使用されるＣＰの値が７０８．３３５μｓ（セル領域が約１０３
ｋｍである場合）および２０２．６μｓ（セル半径が約３０ｋｍである場合）の長さを有
する場合のＲＡＣＨパラメータを含む。
【０１６７】
　表１４は基本的に表３と似ている。ただし、表１４では、セル半径が約３０ｋｍに該当
する場合のＲＡＣＨプリアンブルを效率的に使用するために、中間ＣＰ値を含むプリアン
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ブルタイプ（Repeated 2）を新しく定義した点が異なる。
【０１６８】
　以下では、表９～表１４に示すＲＡＣＨプリアンブルタイプの構成情報を、基地局がＵ
Ｅに知らせる方法について説明する。
【０１６９】
　基地局がＲＡＣＨプリアンブルタイプをＵＥに知らせる方法には様々なものがある。第
一の方法として、単にプリアンブルタイプに順に番号を付け、基地局が、ＵＥが使用する
プリアンブルタイプに対する番号を知らせる方法を用いることができる。
【０１７０】
　下記の表１５は、表１２のプリアンブルタイプに順に番号を付ける方法の一つを表した
ものである。
【０１７１】
【表１５】

【０１７２】
　表１５を参照すると、基地局は、２ビットを用いてＵＥにプリアンブルフォーマットに
関する情報を知らせることができる。例えば、‘００’は、プリアンブルフォーマット０
を表し、‘０１’はプリアンブルフォーマット１を、‘１０’はプリアンブルフォーマッ
ト２を表すと設定することができる。‘１１’は、プリアンブルフォーマット３を表すと
設定することができる。
【０１７３】
　表１５は、表１２を挙げて説明したものであるが、表９、表１１、表１３～表１４の場
合にも適用可能である。また、表１５で示すビット構成の他に、プリアンブルフォーマッ
トに番号を付ける他の方法を使用することもできる。
【０１７４】
　第二の方法として、１以上のビット（bit）を使用してＲＡＣＨ ＣＰおよびシーケンス
に関する情報を知らせる方法を用いることができる。すなわち、基地局が所定のビットを
用いてＲＡＣＨ ＣＰの時間長（または、ＣＰの拡張有無を表す情報）に関する情報をＵ
Ｅに知らせ、他の所定のビットを用いてシーケンスの反復の有無（または、シーケンスの
時間長）に関する情報をＵＥに知らせることができる。
【０１７５】
　下記の表１６は、ＲＡＣＨ情報を１以上のビット（例えば、２ビット）を用いて表した
一例である。
【０１７６】
【表１６】
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　表１６は、一例として表１２のＲＡＣＨプリアンブルのタイプをＣＰの時間長およびシ
ーケンスの反復の有無によって設定したものである。この場合、シーケンスの反復の有無
を示すビットからシーケンスの時間長がわかる。また、シーケンスの反復の有無によって
ＣＰの時間長を表すビットの解釈が変わることがある。
【０１７８】
　表１６を参照すると、基地局は、ＣＰの時間長を知らせる１ビットとシーケンスの長さ
を表す１ビットとを用いてＲＡＣＨに関する情報をＵＥに知らせることができる。２ビッ
トを‘ＸＸ’で表現するとすれば、前のビットはＣＰの時間長を表し、後のビットはシー
ケンスの反復の有無を表すことができる。
【０１７９】
　例えば、‘００’は一つのシーケンスが使用され、ＣＰの時間長が短い場合を表す。す
なわち、シーケンスは反復されないので、シーケンスの時間長が２４５７６×ＴSである
ことがわかり、ＣＰの時間長は３１５２×ＴSであることがわかる。‘１０’の場合は、
シーケンスは反復されず、ＣＰの時間長は２１０１２×ＴSである場合を表す。また、‘
１１’の場合は、反復シーケンスが使用されることを表すことができる。したがって、シ
ーケンスの時間長が２×２４５７６×ＴSで、ＣＰの時間長は２１０１２×ＴSであること
を表す。プリアンブルタイプが‘０１’の場合は、シーケンスが反復されることを表し、
ＣＰの時間長は６２２４×ＴSである場合を表すことができる。
【０１８０】
　したがって、表１６では、ＣＰの時間長が３つ表されているが、条件付きで選択するこ
とによって、シーケンスの反復の有無を表す１ビットとＣＰの時間長を表す１ビットで全
ての組合せを表現することができる。
【０１８１】
　表１６は表１２を挙げて説明したが、表９～表１４の場合にも適用可能である。
【０１８２】
　上記の表９～表１４は、ＴCPおよびＴSEQ値に基づいて下記の表１７～表２２のように
簡略に表すことができる。すなわち、ＴGTの時間長は、基地局が任意に決定でき、ＴCPお
よびＴSEQによってＴRAの長さが決定されてもよい。したがって、ＴRAの長さを除くＴCP

およびＴSEQのみでもＲＡＣＨプリアンブルを構成することができる。
【０１８３】
　下記の表１７は、上記の表９を簡略に表したものである。
【０１８４】
【表１７】

【０１８５】
　表１７は基本的に表９と同一である。また、表１７のＴCP値およびＴSEQ値は、表９で
求めた方法と同一の方法で求めることができる。
【０１８６】
　下記の表１８は、上記の表１０を簡略に表したものである。
【０１８７】
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【表１８】

【０１８８】
　表１８のＴCP値およびＴSEQ値は、表１０のＴCP値およびＴSEQ値を求めた条件と同一の
条件の下で求めたものである。
【０１８９】
　下記の表１９は、上記の表１１を簡略に表したものである。
【０１９０】

【表１９】

【０１９１】
　表１９は基本的に表１１と同一である。また、表１９のＴCP値およびＴSEQ値は、表１
１で求めた方法と同一の方法で求めることができる。
【０１９２】
　下記の表２０は、上記の表１２を簡略に表したものである。
【０１９３】

【表２０】

【０１９４】
　表２０は、基本的に表１２と同一である。また、表２０のＴCP値およびＴSEQ値は、表
１２で求めた方法と同一の方法で求めることができる。
【０１９５】
　下記の表２１は、上記の表１３を簡略に表したものである。
【０１９６】
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【表２１】

【０１９７】
　表２１は基本的に表１３と同一である。また、表２１のＴCP値およびＴSEQ値は、表１
３で求めた方法と同一の方法で求めることができる。
【０１９８】
　下記の表２２は、上記の表１４を簡略に表したものである。
【０１９９】

【表２２】

【０２００】
　表２２のＴCP値およびＴSEQ値は、表１４のＴCP値およびＴSEQ値を求めた条件と同一の
条件の下で求めたものである。
【０２０１】
　以上の実施例では、好ましい所定のＣＰ時間長および種類を設定する方法について説明
した。ただし、様々なシステム帯域幅を簡便に支援する側面でそして／またはハードウェ
アの問題によってＣＰの時間長が変更されることがある。しかし、ＣＰの時間長がある程
度変更されても本発明の思想に影響を及ぼさない。
【０２０２】
　例えば、サンプリング周波数の関係によってＣＰの時間長を調整することが可能である
。以上の例ではサンプリング周波数が３０．７２ＭＨｚの場合を挙げて説明したが、１．
９２ＭＨｚおよび３．８４ＭＨｚなどのサンプリング周波数でも動作可能である。このと
き、サンプリング周波数は互いに倍数の関係を有する。１．９２ＭＨｚの１６倍が３０．
７２ＭＨｚとなり、１．９２ＭＨｚの２倍が３．８４ＭＨｚとなり、また、３．８４ＭＨ
ｚの８倍が３０．７２ＭＨｚとなる。
【０２０３】
　このような場合、様々な動作帯域でサンプリング周波数の倍数関係と同様に、ＣＰのサ
ンプル数が倍数で表されることが好ましい。したがって、ＣＰのサンプル数は、８あるい
は１６の倍数で表されることが好ましい。
【０２０４】
　サンプリング周波数の関係によってＣＰの時間長が調整される場合、表１１における２
１０１２×ＴSサンプルは８あるいは１６の倍数でないので修正が必要である。表１１の
パラメータをサンプリング周波数の関係のために調整した例を、下記の表２３に示す。
【０２０５】
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【表２３】

【０２０６】
　本発明のさらに他の実施例として、上記に加えて、ＲＡＣＨシーケンスのサンプリング
周波数（例えば、ｆIFFT）との関係を考慮して修正することが可能である。
【０２０７】
　ＲＡＣＨシーケンスは、ハイブリッド周波数／時間領域生成（hybrid frequency/time 
domain generation）によって生成されてもよい。具体的には、まず、小さいＩＤＦＴを
行い、システム帯域へのアップ－サンプリング（up-sampling）をした後に、時間領域で
要求される中心周波数に周波数変換（frequency-conversion）をして生成することができ
る。
【０２０８】
　例えば、ＲＡＣＨで使用されるシーケンス自体のサンプル長を８３９個とする。ここで
、シーケンス自体のサンプル長は、シーケンス生成式によって生成されるシーケンス自体
の長さを意味する。１番目のＩＦＦＴサイズが１０２４個であれば、サンプリング周波数
（ｆIFFT）は１．２８Ｍｓｐｓである。上述した理由を適用すると、ＣＰのサンプル数は
２４の倍数にならなければならない。したがって、２つの倍数条件を同時に満たすために
、ＣＰのサンプル数は４８の倍数にならなければならない。したがって、サンプリング周
波数およびＲＡＣＨシーケンスのサンプリング周波数によってＣＰの長さが調整されても
よい。
【０２０９】
　下記の表２４は、表１１をＲＡＣＨプリアンブルのサンプリング周波数に対する関係を
考慮して修正したパラメータを示す。
【０２１０】
【表２４】

【０２１１】
　本発明の実施例は、少ない数のＣＰを使用することによってハードウェアデザインの複
雑度を減らすことができ、基地局は、少ない数のＲＡＣＨ構成により所望の範囲のセル半
径をカバーすることができる。また、ＧＴに対する情報は基地局が任意に設定することに
よって一つのＲＡＣＨプリアンブル構造を用いて様々なセルカバレッジを支援することが
できる。
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【０２１２】
　本発明で開示されたほとんどの用語は、本発明の機能を考慮して定義され、当業者の意
図または通常の用法と異なる場合があることに留意されたい。したがって、上述した用語
は、本発明で開示された全ての内容に基づいて理解されることが望ましい。
【０２１３】
　本発明は、本発明の精神および必須特徴を逸脱しない範囲で様々な形態に具体化するこ
とができる。したがって、上記の詳細な説明はいずれの面においても制約的に解釈されて
はならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付の特許請
求の範囲の合理的解釈により定められなければならないし、本発明の等価的範囲内におけ
る変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係を
有しない請求項を結合して実施例を構成したり、または、出願後における補正により新し
い請求項として含んだりしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２１４】
　本発明は、通信技術を用いる産業全般に用いることができ、特に、広帯域無線通信シス
テムで用いることができる。本発明のＲＡＣＨバースト構造を用いることによって效率的
にシステム処理が可能になる。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】
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